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「連帯」と関連して付言すれば、2006年の消費者契約法の改正によって創設された消費者団

体訴訟制度は、消費者が団体に結集し一定の活動をする制度的基盤を用意することになる。



消費者契約法において，適格消費者団体は、消費者全体（不特定かつ多数の消費者）の利益を

擁護するために公益的見地から、消費者契約法に違反する事業者の不当な行為（不当な勧誘行

為・不当な契約条項の使用など）に対して差止請求権を行使しうる（12条）。

この制度の基本的な特色は，〈訴訟の主体である〉適格消費者団体に，訴訟を提起する利益は

帰属せず，その利益の帰属先が不特定多数の消費者であること，つまり特定の個人の法的利益

を同定できない，ということである。消費者団体訴訟制度は，団体の構成員たる個々の消費者

を代表して訴訟を遂行する代表訴訟や，多数の消費者が当事者となる共同訴訟とは性質を異に

する。これは伝統的な私法のパラダイムからすると，「独特の構造」であり「極めて異例なこと

である」と性格づけられている（山本豊 2007:2010）。

この制度の「正統化」については，結局のところ，「消費者政策上の必要性・合理性」に求め

られている（山本豊 2007）。その消費者政策上の必要性とは，消費者被害が，少額でありながら

高度な法的問題をはらむ紛争が拡散的に多発するという消費者取引の特性にかんがみて，同種

の紛争の未然防止・拡大防止を図るということである。

それまでの訴訟制度のどこに課題があったのか。消費者には，制度上これまで事業者に対し

て違法な行為について，契約の取消や損害賠償という事後的救済を求めることができたが，そ

の当事者を含めて，直接被害を受けていない他の消費者に被害の及ぶ可能性を事前に阻止する

手立てがなかった。

消費者は連帯してこのような状況を克服できなかったのか。個々の被害者が，被害をくい止

めるために社会的運動を起こすにしても，相手の事業者に比して，資金力，マンパワーにおい

て格差があり，何よりも多数の被害者の間では人的つながりが乏しい（三木 2008）。被害額が

少額であれば，被害の認識が希薄であるから，被害者が連帯する動機もなおさら希薄になる。

オルソンの言説が想起されるところである（5-7）。

では，消費者団体は，その代替的機能をこれまで十分に果たしえなかったのか。消費者団体

が，個々の消費者相談等を受けて，事業者の不当な行為について改善の申し入れ等を行うにあ

たっても法的裏づけのない自主的活動にはその実行性にこれまで限界があった。

この法的裏づけにより，消費者団体は，これまで通り，消費者運動の一環として事業者の不

当な行為について申し入れをすることに加え，「適格」消費者団体は事業者の一定の不当な行為

について訴訟を提起して差し止めをすることが可能となった。個人の消費者が訴訟を提起する

のに躊躇し，面倒だから泣き寝入りをするような状況において，団体が代わって訴権を行使し

て被害の救済，事前の防止をしていくことができるようになった。

これに加え，2008年の消費者契約法等の一部改正により，適格消費者団体には，不当景品類

および不当表示防止法や特定商取引に関する法律における，事業者の一定の不当な行為（前者

の法律では，うそつき表示，大げさ表示，後者では不当な勧誘，不当条項の使用）についても

差止請求権が付与され，行使しうる訴権の範囲が拡充された。

2011年3月の段階で，全国で９つの消費者団体が，適格消費者団体として認定されている。例

えば，ＮＰＯ法人京都消費者契約ネットワークは，2007年の12月に認定を受けて以来，マンショ

ンの賃貸借契約における「定額補修分担金条項」や「敷引条項」，「冠婚葬祭互助会の解約金条

項」，「結婚式場の解約金条項」，「携帯電話の割引サービスにおける中途解約金条項」の差止訴

訟を提起している（それぞれの事案は継続中）。差止請求は裁判外でも可能であるから，契約条

項，勧誘方法，広告表示等について，訴訟に至らなくても事業者に対して是正の申し入れを実

施しており，そうした活動は一定の効果を上げている（活動内容等はＨＰで紹介している）。内

閣総理大臣は、差止請求権の行使により判決等の結果が得られた場合に，その結果を消費者一
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般に還元すべく，適格消費者団体から所定の報告を受けたときは，インターネットの利用その

他適切な方法により，速やかに，判決等の概要等を公表するものとしている（消費者契約法39

条1項）。

適格消費者団体の活動は動き出したばかりである。財政的基盤の充実，行政の支援体制の確

立，社会的な認知度を高めていくことなどの課題もあるが，消費者団体の社会的存在意義は今

後さらに重要になってくると思われる。

以下，本稿の問題関心に照らして，消費者団体訴訟制度の意義について若干の考察をしてみ

よう。

第１に，消費者団体訴訟制度によって，個々の消費者が団体を通じて，「集団的」に訴権を行

使する途を開いたことである。消費者全体が，集団ではあっても組織を持たない，連帯する動

機が希薄であるところに，消費者ひとりひとりに，消費者団体を通じて連帯する場が与えられ，

事業者に対して交渉力の増強をもたらし，社会的力が付与されることになる。

第２に，消費者団体訴訟制度により，自分に被害が生じた場合にクレームを述べるだけの消

費者が，他人の損害をも防止するために積極的な行動をとりうる，「行動する能動的な消費者」

への変化を生み出す契機を与えると評価することもできる。

第３に，消費者団体訴訟制度では，「個々の消費者対事業者」といった具体的事案を前提とせ

ずに，「不特定多数の消費者対事業者」という公益的観点において，問題とされている契約条項

の使用や勧誘行為について,定型的または抽象的判断がなされることがありうる（山本豊

2010）。

そうなると，消費者団体訴訟制度の存在により，消費者契約法のその他の個別の条文の解釈・

適用についても影響を与える可能性が予想される1)。こうした法の運用・適用のあり方は，従

来の個別訴訟における「個人主義的」契約の世界観とは別に，「連帯的，能動的，団体的性格を

有する消費者」が締結する「社会的」契約観を創出する可能性をはらんでいるのではないか（ゴー

ドン 2001）。

第４に，消費者団体には、消費者の利益の擁護を図るため、消費者に代わって、市場におい

て事業者の行為を監視するなど，消費者の視点に立って活動することが期待されている。この

制度において，適格消費者団体は，公益のために活動する点では行政の代替的役割を果たすが，

他方において，消費者が市場において消費者団体を通じて事業者をより善い方向に導くという

点では，ひとりの声が連帯することによって公正な市場秩序維持を図ることができる，公私両

面の特徴を有している（松本 2007:2009b）。ただ，こうした集団的な権利行使は、個人間の法

律形成の自由＝私的自治を基本原理とする市民法の伝統からは，やや異質なものと見られるか

もしれない。たしかに，私法の妥当する市民社会は国家と峻別されるところ（2-1）、現代は国

家と市民社会の関係は変容しており、公共事に関する市民社会の役割は増大している。消費者

団体訴訟制度は，公共圏としての市民社会に通じる（2-4）。そこでの、市民としての消費者は、
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1) 原告（個人）の保険料の未払いを原因とする保険約款無催告失効条項が，消費者契約法10条の消費者

の利益を一方的に害する条項と認められ無効とされた高等裁判所の事案において，裁判所は，ある契約

条項が同法10条によって無効とされるかどうかは，適格消費者団体による差止請求が可能であることを

鑑みて，個別の消費者と事業者との間の事情を捨象して抽象的に判断すべきと判示している（東京高判

平成21年9月30日判タ1317号72頁: 山本豊 2010）。また，かような消費者契約法の運用は，個々の具体的

消費者の事情を配慮する法の適用のあり方というよりも，問題となっている契約条項の解釈について，

「マス」的な意味での「平均的合理的消費者」の契約条項の理解度が想定されるともいえよう（河上

2000,23）



公私協働して、市場秩序違反があった場合に、市場秩序違反是正の行動のみならず、公益のた

めに、より主体的に市場秩序を創成するための行動が望まれている（吉田 2008: 2007）。

市場秩序違反是正の行動に関連して，団体としての行動ではないが，消費者個人が権利主体

となって，独占禁止法25条または民法709条によって事後的に損害賠償を請求することは，消費

者の個別の利益を擁護することが主であっても，違反行為の抑止効果は公共的性格がある。ま

た，独占禁止法24条に基づく差止請求（対象行為が「不公正な取引」でることと「著しい損害」

に限られる）は，「私的利益侵害を梃子
て こ

に消費者が公共的利益の実現に関与する」対外的機能の

可能性のあることも，「公私協働する消費者」における大切な視点である（吉田 2008）。

消費者が公私協働できる場をもうひとつ。特定商取引法に基づく申出制度（同法60条）にも

言及しておきたい。同法が禁止する行為（迷惑勧誘，クーリング・オフ妨害，誇大広告等）が

あった場合，被害者（消費者個人に限らず，団体，法人も含む）は，そのことを国や都道府県

に申し出ることができる。国や都道府県はこれにより調査を行い同法に基づく行政処分等を行

うことができる。この制度趣旨は，消費者保護の分野における行政措置の機動的発動のため，

悪質業者に対する情報提供制度を強化することにより，一般消費者と一体なった取り組みをね

らったものである。消費者の公私協働の観点から評価しうる制度である。

ところで，イェーリングは，権利者が自分の権利を守ることは，同時に法律を守ることであ

り，法律を守ることは同時に「国家共同体の不可欠の秩序」を守る義務であると説く。そして，

個人が権利を主張するもっとも崇高な意義として，「国家共同体の利益のための権利＝法理念

の実現への個人の協力」を強調する。法の歴史において，権利＝法理念のために訴訟を起こす

というような理念的感覚は，ローマ法における「市民訴権」（民衆訴訟）から読み取れるという。

市民訴権では，全市民の利益が問題となるような場合だけでなく，自分自身をよく保護できな

いような私人に対する不法についても，「第三者の訴権」が認められていた。私人に対する不法

の例としては，未成年者に損をさせる法律行為，被後見人に対する後見人の背信行為に加え，

現代的には消費者問題とされる，暴利的利息の強要が含まれていた。この訴権は，訴訟提起者

自身の利益よりも「利他的」な理念的権利感覚への要求を含んでいるという（イェーリング

1978,59-75:1982,85-91）。

わが国では，法の実現における私人の役割が低い，という問題状況がかねがね指摘されてい

た。すなわち，「意識的あるいは無意識的に，法の実現を，事実上公的機関に独占させようとす

る傾向が顕著に存在するように思われ」，「国民の権利意識の低さが指摘されてきたにもかかわ

らず，私人の訴訟をエンカレッジする方策はほとんどとられず，むしろそれをディスカレッジ

する手段が講ぜられて来た」のである（田中＝竹内 1987,173）。この問題は，拡散的利益として

無差別に被害を受けている消費者を保護する領域において，「権利の貧困」ないし「法の衰弱」

の病理が顕著であると厳しく断じられた状況でもある（小島1995,377-8: 細川 175ff）。

適格消費者団体訴訟制度は，消費者が公私の両面にわたる役割を果たすべく，全市民の利益

を擁護する利他的な意味での権利主張を可能にするものと評価できよう。

6 統合的消費者像の提示

6-1問題提起

これまで，「民法における人間像の具体化」（本誌85号），「多様化する消費者像」（本誌87号）

を論じてきた。法が，人間を単純・合理化した存在ととらえるだけでなく，時代の変化，社会
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の要請に応じて，個人をさまざまな面から見るようになり，それにともなって従来，法の世界

で想定してこなかった人間像と社会関係を想定するようになってきた。

「現実の世界」と「法の世界」というものを仮定しよう。「法の世界」は法の解釈・適用によっ

て生じる結果の世界である。いうまでもなく「法の世界」は，すべての社会事象をとらえるこ

とはできないから，法というスクリーンを通じた限定的な世界であり，人為的なシステムであ

る。法の解釈・適用を通じて新しい世界を創造する考え方もあるが，いずれ現実の世界から離

れて法の世界が存在することはありえない（自然法の議論はここでは差し措く）。

現実の世界から法の世界への橋渡しをする番人がいたとしよう。この番人はこれまで「合理

的法律人」のみを法の世界への入場を許していたところ，合理的法律人の合理性や法律人の概

念がだんだんとぼやけてきて，さまざまなタイプの人間を受け入れてきたといえよう。法の進

展にともなって，消費者像が多様化してきたことは，以上のように寓話化できるかもしれない。

たしかに，消費者像の多様性は，法律議論を豊かにするし，法の世界が現実に生きる人間に

対する細やかな配慮をしてきたことの表れである。その細かな配慮は，個々の消費者の利益を

保護すると同時に，消費者一般の取引の安定性という法秩序の一般的利益にも合致する。

だが，より具体的多様的人間類型が社会的現実に接近すること，つまり「法の世界」が「現

実の世界」接近することは，法秩序の安定性のための要因が複雑・高度化していることを意味

する。人間観の多様化は社会に活力を与える源泉となるが，他方で法的多元性の原因ともなり，

価値観の衝突を生む。たとえば，自律的・抽象的法的主体が取り結ぶ契約が民法の想定する契

約であって，消費者が結ぶ契約は，孤立して例外的なものであるから消費者契約法は，民法に

対しては特別な装置である，と説くのか。あるいはそうではなくて，消費者にとり，搾取や過

酷な結果をもたらしやすい契約こそ，現代における，市民社会，市場経済においては看過でき

ない重要な地位を占めているのではないか，といった議論の対立である。

消費者像の多様性は言葉として美しい感じを与えるが，その一方で「あいまい」「ばらばら」

といった印象を与える。個人の意思を尊重する意思主義を背景とした，自律的人間像・抽象的

人間観が契約の法秩序を形成してきたことは歴史的事実である。とすれば，われわれは今一度

古典的契約モデルに立ち返った消費者像を模索するべきなのであろうか。古典的契約観やその

契約モデル，そしてそれに反映された人間像が多分に思想的，歴史的なものであることは前述

した（2-1）。すると，一応かような人間観も尊重しながら，消費者像の多様性，法の多元性を

統御するなんらかの新しい構成原理（新しい消費者像）が求められてもよいのではないか。

これまでの議論から，消費者像になんらかの典型なり共通の特性を見い出すことはできるだ

ろうか。伝統的な意味での法的人間像（「原子論的個人」「強く賢い人間」「抽象的に自由な法的

人間」，そしてラードブルフが形容する「亡霊」のような人間），またそれに対比される消費者

像（「弱く愚かな人間」「具体的人間」「生身の人間」），さらに多様化した消費者像（「支援を要

請する消費者」「介入指標としての消費者」「賢くなりうる自立した消費者」「能動的主体として

の消費者」「公私協働する消費者」など）をまとめて，象徴的意味を持つ消費者像を提示できる

だろうか。

6-2関係的消費者観

一定の範囲で消費者という認識は共有されることはありえても，一元的尺度で，消費者像の

共通特性を固定して単純化することはむずかしい。消費者は「生活のために用いる物資や役務

（サービス）を他人から購入するものであって，生産者，販売者に対立する概念である」（竹内

1995）としても，「消費行動をする現代的消費社会における者」ということであって，トートロ
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ジーのような印象を与えかねない（議論展開の出発点としての定義づけを否定するものではな

い）。すべてであることは，同定ができない「無」をあらわすことにもつながるだろう。消費者

は，市民の全体でもあり，個人でもあり，階層や地域にわたり無数の人々を指している（小島

1985）。

結局，消費者というものは，消費者をとりまく「環境」，消費者の行う「取引」，「場」，消費

者が依存する相手方の行動，表示，説明のあり方によって，いわば，広く「状況」に応じた，

相対的・関係的な存在ではないだろうか（関係的消費者観）。

消費社会における状況に応じて，あるいは社会的ネットワークの下で，あるいは法制度や行

政などのシステムとの関係で，消費者は，そのポジションが決まってくるのであり，消費者に

固定した特性が生得的に内在しているものではないのである。

関係的消費者観は，前述した介入指標としての消費者論にもつながる（5-2）。介入指標とし

ての消費者論は，「民法における『消費者』の位置」として，「状況・関係依存的に規定された

自然人の一局面としての消費者」を提示する。すなわち，「『消費者』は，何も今日の時代に特

別な存在ではなく，社会で生活する一般市民すべての，生活の一側面でしかない。その意味で

は，『消費者』というのは，すべての自然人（『個人』と言い換えてもよいかもしれない）が置

かれた一定の社会関係や状況依存的概念である」として，「生身の人間」である消費者にとって

民法は基本法であったはずであり，消費者問題は民法によっても捕捉できるはずだという基本

姿勢を示す。しかしながら，「注意すべきは個人の置かれた取引環境（取引の仕組み・方法・内

容など）の急激な変化（人間の処理能力と状況・情報の複雑性のギャップの増大）と従来の民

法上の「人」（自然人）の活動領域が，社会の変化とともに，次第にその重心移動し，射程とさ

れる部分が拡張して問題の現れ方が深刻化しているという」事実も直視する。（河上

2009,49）2)。

以上の民法の権利主体論は，抽象的な「人」概念を機軸に据えつつ，消費者をその「人」の

中に見てとる姿勢であるが，関係的消費者観と同期できる記述を含んでいる。

一方，これとはやや異なるアプローチで，抽象的な「人」概念の「変質」を明確にとらえる

見解がある。すなわち，19世紀に成立した民法典がブルジョアジーの法典であったというイデ

Artes Liberales No. 88, 201178

2) ほぼ同様の立場と思われる説を２つ紹介しておく。谷本は，「民法上の『人』と『消費者』」において，

「消費者という概念は，単に物の利用目的を示すにすぎず，人のある一時の性格を示すにすぎない」ので

あるから，民法，特に契約法中での「消費者」概念を民法上の「人」概念（伝統的な意味での抽象的・形

式的な法的人格）と異なって把握することについて異論を唱える。つまり，「『消費者』といわれるとき，

何か『人』そのものが問題とされる印象を受ける」が，結果的に消費者が弱者となった原因や消費者の状

態（「自己決定が阻害される」）に焦点を当て，むしろ問題なのは，そのような状態に誘導する事業者の

「行
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が，「消費者」概念を位置づけ，主体として着目されるのは「自然人」のみで，契約法の領域の

規範形成では，自然人の置かれた「状況」（契約特性，取引方法，相手が事業者であること，相手の不当

行為等）が指標とされるべきだ，と説く（谷本2000: 2010）。また，川角は，その論文「消費者保護にお

ける『消費者』概念と自己決定」において，市民法上の「私的自治」「契約の自由」「法的人格」概念が，

企業対市民（消費者）の経済的力関係の不均衡に転化しているという支配的見解に対し，「自己決定」「市

民の自律性」「市民の最低限の倫理的基準」が軽視されるおそれを指摘する。彼は，生身の人間としての

消費者の現実から目をそらしてはならないとしつつも，法規範的に問題となる消費者は，弱く愚かな存

在であってはならないと主張する。そして，「私的自治」「自己決定」の実質化のためには，「市民がいか

なる場面において，いかなる者を相手として特別な保護を求めているのか，ということを消費者契約の

場面，消費者信用の場面，さらには製造物責任の場面などなどに応じて具体的に考察していくべき」だ，

という（川角 1997, 337）。



オロギー的性格を踏まえると，もはや抽象的な「人」概念は維持できるものではなく，資産の

ない弱い存在としての人を含める方向に拡張することは，民法における人概念が変質を意味し

ているというものである（内田貴 2009a:2009b 18ff）。この見解は，民法上の人概念が契約の局

面において中身が豊かになり，単一の概念では把握できなくなったがゆえに，一般的な「人」

概念に加え，「事業者としての人」と「消費者としての人」を分節化する方向性を導く3)。

民法(債権法)改正検討委員会は，「債権法改正基本方針」において，消費者契約に関する特則

の適用対象を画するために，消費者・事業者の定義規定を一対をなすものとして置こうとする。

もっとも，その提案趣旨については，「消費者」「事業者」は，「人」の固定的・絶対的属性では

なく，取引の性質・目的との関連で現われる流動的・相対的な属性であるとの前提に立ってい

る（同委員会 2009,23）。

本稿では，「人」概念を中核とする論陣と契約場面での人概念の分節化を指向する拡張派の両

説とも，相対的消費者観を共有している点に着目しておきたい。

6-3統合的消費者像

そこで，消費者の多様性を認めつつ，民法における「人」概念を共通項（または多様性の中

核として）として消費者論を展開すべきか。あるいは，現代的市民像の変容として，人間像そ

のものを問い直す新しい市民像を想定すべきであろうか。その特性がばらばらで拡散している

ように見える関係的・相対的消費者像を，制度との関係から，なんらかの新しい哲学の下に，

階層的にまたは統合的にまとめ上げていくことはできないだろうか。

実は，統合の可能性を導く論説がある。消費者市民社会論の文脈で，消費者法が対象として

きた「経済主体としての消費者」に加えて，消費者の社会的価値行動（消費者の社会的責任と

も重なり合う）に着目した「社会変革の主体としての消費者」（現代社会における消費者像：「消

費者市民」像）が提示されている。その議論によれば，現代社会における消費者像は，民法が

前提とした19世紀型の市民像の見直しを迫るものであるとしたうえで，「消費者市民」像に関連

して，保護を必要とする「弱い愚かな消費者」と社会的責任を自覚して自立した「強く賢い消

費者」が「一人の消費者中に併存している」という。さらにこの両者をつなぐ消費者団体の役

割と消費者教育・啓発，市民教育（環境教育，金融教育，法教育などを含む）の重要性が説か

れる（松本 2009）。

論者の示す「消費者市民」像は後に検討することにして，消費者像の統合性について論じよ

う。そこで，筆者は，保護や支援も見据えながら，個人の「自己決定」「自律」を最大限尊重し

つつ，また，自由で平等な人格である抽象的人間像の理想（歴史的にはブルジョアジーを指し

ていたとしても）も抱きつつ，かつ社会変革の主体としての〈統合的消費者像〉を提示したい

（下図）。

統合的消費者像は，「消費者法学は『消費者』という民法上の『人』よりは具体的なモデルを

提示したが，自律的な人間像の限界を見据え，これを克服するような人間像を見出すことはで

きていない」という問題状況（後藤 2008b, 4-5）に対して一石を投じようとするものでもある。

ただし，このような人間像の展開は，民法，消費者法に依拠しつつも，広く消費者（法）政

策において提示しようとするものであり，イメージにすぎないものであることをお許しいただ
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3) 補足すると，この分節論は，契約の領域では民法の人＝消費者論とすると自然人に傾きすぎるので，

生身の存在としての消費者と，経済合理的なプロフェッショナルとしての事業者とを分ける（内田貴

1999a）。



きたい。新しい消費者像は，それまでの消費者の多様性を排斥するものではなく含みの広さ（ふ

くらみ）をもつ。つまり市民に多様性があるように，また個々人においても時間的，空間的に

多様性があるように，消費者像を一律，画一的に見ようとするものではない。消費者は，その

教育・啓発・環境を通じて，他律（保護，支援が必要）→自律→自立→参加・変革主体へと成

長していくとイメージすることもできるし，どの段階においてもできる範囲で自分や他人の状

況を改善するための積極的な行動をとることが可能である。

統合的消費者は個人でもあり，集団でもありうる。たとえば地域行政の取り組みの視点でみ

れば，どの状況の市民に光を照らしていくべきか，どの段階の行政サービスが必要となるかの

見極めが大切になってくるであろう。集団としてみれば１つの社会を構成することにもなろ

う。

統合的消費者像は，１台のバスに乗っている集団にたとえてみることもできる。平均的乗客

というものは想定しにくい。性別・年齢層もまちまちである。乗り降りもあるが１つの集団を

形成しているのである。そのバスでは，お互いが，相手の事情に合わせて，手をかけ，声をか

け，そして心をかけていく社会，連帯を強調する社会がイメージされる。

もちろん，統合的消費者は，社会的な存在である。その点において，関係的消費者観と相互

に排他的ではない。消費者の自律といっても実は程度の問題で，相対的な問題でもあり外在的

な要因が大きく影響するといってよいだろう。したがって消費者の特性は，その社会的状態や

環境的な支援と深く関わる。

試みに，消費者の特性，社会的状態，制度との関係について，〈統合的消費者像の要素〉とし

て表にまとめてみた。各要素は，お互いはっきりと区分できるものではないが，狭義の意味で

の消費者は，他律（保護，支援が必要），自律，自立，参加・変革主体の特性に分けられ，広義

の意味での消費者像はこれらの要素を統合した人間像である。

しかしながら，消費者像を統合したことによって先に何が見えるのか。そこになんらかの思

想的な意味や価値を見い出せるのか。

そもそも，人間像を語ること自体，なんらかのメッセージ性がある。統合的消費者は，現代

的市民といってよいかもしれないが，統合のためには，なんらかの旗が必要なのではないか。

バスのたとえを出したが，その行き先はどこになるのだろうか。そこで，統合的消費像は「消

費者市民」概念の検討へと接続していくことになる。

Artes Liberales No. 88, 201180

公私協働自律支援･救済保護 自立

＜統合的消費者像＞



〈統合的消費者像の要素〉

消費者の特性 社会的状態 制度との関連

保護される消費者
社会的弱者としての消費者または
被害者

寄り添う人や代理人が必要
可及的速やかな救済策の実施

支援される消費者 単発的に救済を要請する消費者
行政的サービス，法的支援を受け
る対象

自律する消費者
理性的意思決定で権利主張をする
消費者（合理的法律人）

消費者関連法，民事ルールなどの
活用

自立する消費者 合理的経済人 公正な市場を創る消費者

理想的な消費者 参加主体としての消費者 公私協働して社会を変革する主体

（未完）

（2011年5月9日受理）
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